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令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
町
内
の

保
育
施
設
へ
新
規
入
園
、
ま
た
は
、
継

続
入
園
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
10
月

28
日
㈮
か
ら
11
月
30
日
㈬
ま
で
の
期

間
に
健
康
福
祉
課
へ
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

○
提
出
書
類

◆
支
給
認
定
（
現
況
）
申
請
書
兼
保

育
施
設
利
用
申
込
書

◆
勤
務
（
内
定
）
証
明
書
ま
た
は
、

自
営
業
等
就
労
申
立
書
（
自
営

業
・
農
業
も
し
く
は
親
族
等
が
営

ん
で
い
る
事
業
所
に
勤
務
し
て
い

る
方
は
、
民
生
委
員
の
証
明
が
必

要
で
す
。
）

※
児
童
の
両
親
の
分
と
、
同
一
住
所

の
祖
父
母
（
65
歳
未
満
の
方
）
の

分
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
家
庭
状
況
調
査
票

◆
入
所
児
童
調
査
票

◆
健
診
等
確
認
票

◆
入
所
申
込
み
に
つ
い
て
の
確
認
事

　
項

◆
同
意
事
項
及
び
誓
約
事
項

◆
そ
の
他
事
由
に
よ
っ
て
必
要
と
な

る
書
類

○
お
申
し
込
み
期
間

　
10
月
28
日
㈮
〜
11
月
30
日
㈬

　
健
康
福
祉
課
⑥
番
窓
口
に
て
受
付



（
土
、
日
、
祝
祭
日
を
除
く
）

※
11
月
19
日
㈯
は
、
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
ま
で
休
日
受
付
を
行
い
ま

す
。

※
町
外
の
保
育
施
設
へ
の
入
園
を
希

望
さ
れ
る
場
合
、
保
育
施
設
の
所

在
地
に
よ
っ
て
申
込
期
日
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
健
康
福
祉

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
入
所
決
定
は
、
先
着
順
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

※
お
申
し
込
み
を
さ
れ
て
も
、
審
査

の
結
果
、
次
の
場
合
は
入
園
が
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
定
員
等
を
超
え
た
場
合

・
未
提
出
書
類
が
あ
る
場
合

・
保
育
施
設
へ
入
園
す
る
基
準
に
該

当
し
な
い
場
合

※
詳
細
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
及
び
介
護
保
険
料
は
、

所
得
税
や
住
民
税
の
申
告
ま
た
は
、

年
末
調
整
等
で
社
会
保
険
料
控
除
と

し
て
所
得
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
）
で
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
令
和

４
年
中
の
納
付
額
を
記
載
し
た
「
納

付
額
証
明
書
」
を
各
担
当
課
に
て
交

付
し
ま
す
。

　
な
お
、
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
）
分

は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
年
金
支

払
機
関
（
日
本
年
金
機
構
な
ど
）
か
ら

送
付
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票
等
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

※
納
付
額
に
つ
い
て
、
電
話
に
よ
る
お

問
い
合
わ
せ
に
は
お
答
え
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
納
税
義
務
者
（
被
保
険
者
）
本
人
、

同
一
世
帯
の
方
が
来
庁
す
る
場
合
以

外
は
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
交
付
場
所

・
国
民
健
康
保
険
税
納
付
証
明
書

　
町
民
税
務
課
　
③
窓
口

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
付
証

明
書

　
町
民
税
務
課
　
③
窓
口

・
介
護
保
険
料
納
付
証
明
書

　
健
康
福
祉
課
　
⑦
窓
口

○
交
付
開
始
日
　
11
月
７
日
㈪
〜

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分



（
役
場
閉
庁
日
を
除
く
）

○
確
定
申
告
用
の
発
行
時
期
に
つ
い

て
は
再
度
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
は
、
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴

力
や
ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
女
性
を
め
ぐ

る
様
々
な
人
権
問
題
に
積
極
的
に
取

り
組
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
全
国
一

斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強

化
週
間
を
実
施
し
、
悩
み
を
持
っ
た
女

性
か
ら
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安
心

し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
期
間
　

　
11
月
18
日
㈮
〜
11
月
24
日
㈭

○
時
間

　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
7
時

※
た
だ
し
、
土
曜
日
・
日
曜
日
及
び
祝

日
は
午
前
10
時
か
ら
午
後
5
時
ま

で
○
電
話
番
号
　

　
☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

○
相
談
員
　

　
人
権
擁
護
委
員
・
法
務
局
職
員

○
お
問
い
合
わ
せ

　
水
戸
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
☎
０
２
９
（
２
２
７
）
９
９
１
９

令
和
５
年
度
町
内
認
定
こ

ど
も
園（
保
育
部
分
）の
入
園

申
込
受
付
が
始
ま
り
ま
す

納
付
済
証
明
書（
普
通
徴
収
分・

年
末
調
整
用
）を
交
付
し
ま
す

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週

間
の
お
知
ら
せ


